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  「 職場の熱中症対策 罰則付きで義務化！？ 」 
 

   厚生年金保険法の労働政策審議会の分科会にて、熱中症対策を罰則付きで事業者に 

  義務付ける省令案について了承されたそうです。 

   労働安全衛生規則を改正し、令和 7 年 6 月より施行予定。 

  「暑さ指数 28 以上または気温 31 度以上の環境下で連続 1 時間以上または 1 日 4 時間以上の実施」 

  が見込まれる作業について対応を義務付けるものです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について（その２）第 175 回 安全衛生分科会資料」 

 

  ●職場における熱中症による死亡災害の傾向（令和２年～５年の熱中症死亡災害の分析結果） 

    ・死亡災害が２年連続で３０人を超え、令和６年もそれを上回るペースで発生 

    ・熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約５～６倍 

    ・死亡者の約７割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念 

    ・ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」 

 

 

 「 高額医療費制度とは 」 
     １．高額医療費制度とは 

      同一月（１日から末日まで）にかかった医療費の自己負担額が 

      高額になった場合、一定額を超えた分について申請により払い戻される制度です。 

 

      月をまたいだ場合は、月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。 

      例えば、３月１０日から４月２０日まで診療を受けた場合、３月１０日～３月３１日と４月１日から 

      ４月２０日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分について払い戻しされま 

      す（それぞれの月の分の申請が必要になりますのでご注意ください）。 

      医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 

 

     ２．自己負担限度額 

      ①７０歳未満の方の区分 

所得区分 自己負担限度額 多数該当 

① 区分ア （標準報酬月額 83 万円以上の方） 

（報酬月額 81 万円以上の方） 

252,600 円 ＋ （ 総 医 療 費 －

842,000 円）×1％ 

140,100 円 

② 区分イ （標準報酬月額 53 万〜79 万円の方） 

（報酬月額 51 万 5 千円以上〜81 万円未満の方） 

167,400 円 ＋ （ 総 医 療 費 －

558,000 円）×1％ 

93,000 円 

③ 区分ウ （標準報酬月額 28 万〜50 万円の方） 

（報酬月額 27 万円以上〜51 万 5 千円未満の方） 

80,100 円 ＋ （ 総 医 療 費 －

267,000 円）×1％ 

44,400 円 

④ 区分エ （標準報酬月額 26 万円以下の方） 

（報酬月額 27 万円未満の方） 

57,600 円 44,400 円 

⑤ 区分オ 

（低所得者） 

（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 35,400 円 24,600 円 

 

      ①７０歳以上 75 歳未満の方の区分 

所得区分 
自己負担限度額 

外来（個人ごと） 外来・入院（世帯） 

① 現役並み所得者 現役並みⅢ 

（標準報酬月額 83 万円以上で高齢受給 

者証の負担割合が 3 割の方） 

252,600 円+（総医療費-842,000 円）×1％ 

［多数該当：140,100 円］ 

現役並みⅡ 

（標準報酬月額 53 万〜79 万円で高齢

受給者証の負担割合が 3 割の方） 

167,400 円+（総医療費-558,000 円）×1％ 

［多数該当：93,000 円］ 

現役並みⅠ 

（標準報酬月額 28 万〜50 万円で高齢

受給者証の負担割合が 3 割の方） 

80,100 円+（総医療費-267,000 円）×1％ 

［多数該当：44,400 円］ 

② 一般所得者 

（①および③以外の方） 

18,000 円 

（年間上限 14.4 万円） 

57,600 円 

［多数該当：44,400 円］ 

③ 低所得者 被保険者が市区町村民税の非課税者等 

8,000 円 

24,600 円 

被保険者とその扶養家族全ての方の収入 

から必要経費・控除額を除いた後の所得 
がない場合 

15,000 円 

         ※総医療費とは、保険適用される診療費の総額（10 割）です。 

         ※多数該当とは、療養を受けた月以前の 1 年間に、3 ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた（限度額

適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む）場合には、4 ヵ月目から「多数該当」

となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。 
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自己負担額は世帯で合算できます（世帯合算） 

※70 歳未満の方の場合は、自己負担額（1 ヵ月）が 21,000 円以上のものを合算することができる 


